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平成２２年第４回青森市議会定例会提出案件 
 

件                    名 
提出 
件数 

専決処分 

 
○ 専決処分の承認について 
 （平成 22年度青森市一般会計補正予算（第 3 号）） 
 
 
     計 １ 

予 算 案 

 
○ 平成 22 年度青森市一般会計補正予算（第 4号） 
 
○ 平成 22 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 2 号） 
 
○ 平成 22 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 
 
○ 平成 22 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2号） 
 
○ 平成 22 年度青森市新城財産区特別会計補正予算（第 1号） 
 
○ 平成 22 年度青森市金浜財産区特別会計補正予算（第 1号） 
 
○ 平成 22 年度青森市大字荒川財産区特別会計補正予算（第 1 号） 
 
 
     計 １３ 

条 例 案 

 
○ 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市奨学金貸与条例の制定について 
 
○ 青森市客引き行為等の防止に関する条例の制定について 
 
○ 青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市保健所設置条例の一部を改正する条例の制定について 
 
     計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 
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単 行 案 

 
○ 青森市総合計画基本構想の策定について 
 
○ 財産の処分について（旧青森市立鶴ヶ坂小学校土地及び建物） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立後潟児童館等） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあいの館） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市総合福祉センター及び青森

市福祉増進センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市青森駅前自転車等駐車場） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市古川市民センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市沖館市民センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市文化会館等） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市森の広場） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森産業展示館及び青森市はまな

す会館） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部工業団地多目的施設） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあい農園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（南北後潟館） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（野木ふるさと館） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（牛館ふれあいセンター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（女鹿沢農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（銀農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（増館農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（五本松農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（吉野田農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（徳長農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（孫内農村センター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲田憩いの牧場） 
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○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（月見野森林公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（浅虫温泉森林公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（合子沢記念公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（本郷農村公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（北中野農村公園） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（モヤヒルズ） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（ユーサ浅虫） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲通り路上駐車場） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（下石川ふれあいセンター） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（なごやかプラザ福田） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（下町幸永会館） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（浪岡茶屋町会館） 
 
○ 公の施設の指定管理者の指定について（増館健康センター） 
 
○ 字の区域及び名称の変更について 
 
○ 市道の路線の廃止について 
 
○ 市道の路線の認定について 
 
 
     計 
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報  告 

 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
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○ 専決処分の報告について 
 
○ 専決処分の報告について 
 
 
     計 

 
 
 
 
 
 

７ 

合      計 ７０ 
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○ 専決処分 

 

議案第１４４号 専決処分の承認について 

（平成 22 年度青森市一般会計補正予算（第3 号）） 

 

 

○ 予算案 

 

議案第１４５号 平成 22 年度青森市一般会計補正予算（第4 号） 

 

議案第１４６号 平成 22 年度青森市競輪事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１４７号 平成 22 年度青森市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１４８号 平成 22 年度青森市宅地造成事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１４９号 平成 22 年度青森市下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５０号 平成 22 年度青森市中央卸売市場特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５１号 平成 22 年度青森市老人保健事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５２号 平成 22 年度青森市介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５３号 平成 22 年度青森市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５４号 平成 22 年度青森市駐車場事業特別会計補正予算（第 2 号） 

 

議案第１５５号 平成 22 年度青森市新城財産区特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１５６号 平成 22 年度青森市金浜財産区特別会計補正予算（第 1 号） 

 

議案第１５７号 平成 22 年度青森市大字荒川財産区特別会計補正予算（第 1 号） 
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○ 条例案 

 

議案第１４３号 青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

国家公務員の給与改定等を勘案して所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第１５８号 青森市奨学金貸与条例の制定について 

 

合併前の旧青森市・旧浪岡町における奨学金貸与事業を統合することとし、新

たな奨学金貸与事業の実施に関し必要な事項を定めるため、制定しようとするも

のである。 

 

議案第１５９号 青森市客引き行為等の防止に関する条例の制定について 

 

公共の場所において、市民及び滞在者に著しく不安を与え、迷惑をかける風俗

営業等に係る客引き等を防止し、もってその生活の安全と地域の平穏を保持する

ため、制定しようとするものである。 

 

議案第１６０号 青森市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例の制定について 

 

青森市中央卸売市場卸荷降し積込所の設置等に伴い、これらに係る使用料の種

別及び金額を改正しようとするものである。 

 

議案第１６１号 青森市保健所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

保健所機能の効率的運用を図るため、分散している保健所庁舎を統合すること

に伴い、青森市保健所の位置を変更しようとするものである。 

 

 

○ 単行案 

 

議案第１６２号 青森市総合計画基本構想の策定について 

 

青森市は、長期的・総合的な視点から効果的・戦略的なまちづくりを展開して

いくため、本市のまちづくりの最上位指針であるとともに、市民、団体、企業な

ど多様なまちづくりの主体と議会、行政が協働により目指す共通の目標として、

平成２３年度を初年度とし、平成３２年度を目標年次とする、青森市総合計画基

本構想を策定するものである。 

 

関係法令     地方自治法第２条第４項 
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議案第１６３号 財産の処分について（旧青森市立鶴ヶ坂小学校土地及び建物） 

 

廃校となった旧青森市立鶴ヶ坂小学校を特別養護老人ホームの用に供するため、

土地及び建物を処分するものである。 

 

処分する財産 

土 地   所 在   青森市大字鶴ヶ坂字田川１８７番９４ ほか１筆 

      地 目   学校用地 

      地 積   ８，２２１．１１平方メートル 

建 物   所 在   青森市大字鶴ヶ坂字田川１８７番９４ ほか１件 

        構 造   鉄筋コンクリート造４階建 

        延べ床面積 ２，５９８．３８平方メートル 

契約の相手方  所 在   青森市浪岡大字樽沢字村元３３０番地７ 

        名 称   社会福祉法人桐栄会 

              （理事長 中川 晴信） 

処分価格    ２０５，５５３，０００円 

関係法令    青森市議会の議決に付さなければならない契約並びに財産の取

得及び処分に関する条例第３条 

 

議案第１６４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市立後潟児童館等） 

 

青森市立後潟児童館、青森市立戸山児童館、青森市立野内児童館、青森市立高

田児童館、青森市立安田児童館、青森市立相野児童館、青森市立平新田児童館、

青森市立三内児童館及び青森市立奥内児童館の指定管理者の指定をしようとする

ものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市本町四丁目１番３号 

   名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

      （会長 前田 保） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１６５号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあいの館） 

 

青森市ふれあいの館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市中央二丁目１７番６号 

   名称 青森市身体障害者福祉連合会 

      （会長 氣仙 正之） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 
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関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１６６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市総合福祉センター及び青森市福

祉増進センター） 

 

青森市総合福祉センター及び青森市福祉増進センターの指定管理者の指定をし

ようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市本町四丁目１番３号 

   名称 社会福祉法人青森市社会福祉協議会 

      （会長 前田 保） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１６７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市青森駅前自転車等駐車場） 

 

青森市青森駅前自転車等駐車場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市本町四丁目１番３号 

   名称 財団法人青森市シルバー人材センター 

      （理事長 若井 敬一郎） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１６８号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市古川市民センター） 

 

青森市古川市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市古川三丁目７番１４号 

   名称 青森市古川市民センター管理運営協議会 

      （会長 山田 政元） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１６９号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市沖館市民センター） 

 

青森市沖館市民センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 
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指定管理者となる団体 

   所在 青森市沖館一丁目１番１１号 

   名称 青森市沖館市民センター管理運営協議会 

      （会長 工藤 彬） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７０号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市文化会館等） 

 

青森市文化会館、青森市民ホール、青森市合浦亭、青森市民美術展示館、青森

市民体育館、青森市民室内プール、青森市屋内グラウンド、青森市営野球場、青

森市営庭球場、青森市スポーツ会館、青森市スポーツ広場、青森市文化会館地下

駐車場及び青森市民ホール駐車場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市堤町一丁目４番１号 

   名称 財団法人青森市文化スポーツ振興公社 

      （理事長 對馬 忠雄） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７１号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市森の広場） 

 

青森市森の広場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字新城字平岡２５９番地７７ 

   名称 新城縁故者委員会 

      （委員長 田村 常夫） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７２号 公の施設の指定管理者の指定について（青森産業展示館及び青森市はまなす会

館） 

 

青森産業展示館及び青森市はまなす会館の指定管理者の指定をしようとするも

のである。 
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指定管理者となる団体 

   所在 青森市青森市第二問屋町四丁目４番１号 

   名称 財団法人青森産業展示館 

      （理事長 細井 仁） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７３号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市西部工業団地多目的施設） 

 

青森市西部工業団地多目的施設の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字新城字平岡２５８番地９ 

   名称 株式会社城ヶ倉観光 

      （代表取締役 宮本 健四郎） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１７４号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市ふれあい農園） 

 

青森市ふれあい農園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字羽白字富田１９０番地４ 

   名称 青森農業協同組合 

      （代表理事組合長 相坂 陸秀） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１７５号 公の施設の指定管理者の指定について（南北後潟館） 

 

南北後潟館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字後潟字平野１７番地７ 

   名称 南北後潟館管理運営協議会 

      （会長 工藤 正雄） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 



－１１－ 

議案第１７６号 公の施設の指定管理者の指定について（野木ふるさと館） 

 

野木ふるさと館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字野木字山口１４０番地２ 

   名称 野木ふるさと館管理運営協議会 

      （会長 櫻田 清明） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７７号 公の施設の指定管理者の指定について（牛館ふれあいセンター） 

 

牛館ふれあいセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字牛館字松枝８４番地３ 

   名称 牛館ふれあいセンター管理運営協議会 

      （会長 棟方 昇二） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７８号 公の施設の指定管理者の指定について（女鹿沢農村センター） 

 

女鹿沢農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡３５番地２ 

   名称 女鹿沢農村コミュニティセンター連絡協議会 

      （会長 三上 祥美） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１７９号 公の施設の指定管理者の指定について（銀農村センター） 

 

銀農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字銀字前田３６９番地１ 
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   名称 銀町内会 

      （会長 福山 喜代憲） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８０号 公の施設の指定管理者の指定について（増館農村センター） 

 

増館農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字増館字宮元１０番地３ 

   名称 増館町内会 

      （会長 坂本 武憲） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８１号 公の施設の指定管理者の指定について（五本松農村センター） 

 

五本松農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字五本松字羽黒平４０番地１ 

   名称 五本松農村センター管理委員会 

      （会長 山内 勝男） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８２号 公の施設の指定管理者の指定について（吉野田農村センター） 

 

吉野田農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字吉野田字平野４番地１ 

   名称 吉野田町内会 

      （会長 工藤 雄三） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 



－１３－ 

議案第１８３号 公の施設の指定管理者の指定について（徳長農村センター） 

 

徳長農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字徳才子字福田４番地１ 

   名称 北部農業構造改善センター管理運営委員会 

      （会長 西村 剛） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８４号 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村センター） 

 

郷山前農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字郷山前字上野５７番地２ 

   名称 郷山前町内会 

      （会長 岩渕 二一） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８５号 公の施設の指定管理者の指定について（孫内農村センター） 

 

孫内農村センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字孫内字北原２３番地２ 

   名称 孫内町会 

      （町会長 我満 勝彦） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８６号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲田憩いの牧場） 

 

青森市八甲田憩いの牧場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 
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   名称 青森市観光レクリエーション振興財団 

      （理事長 山田 壽脩） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１８７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市営八甲田放牧地第一牧場等） 

 

青森市営八甲田放牧地第一牧場、青森市営八甲田放牧地第二牧場、青森市営八

甲田放牧地第三牧場、青森市営八甲田放牧地育成牧場及び青森市営柴森山放牧場

の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字合子沢字松森２４５番地１ 

   名称 東青畜産農業協同組合 

      （代表理事組合長 清田 健） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１８８号 公の施設の指定管理者の指定について（月見野森林公園） 

 

月見野森林公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字高田字日野２６番地２ 

   名称 森林組合あおもり 

      （代表理事組合長 奥谷 俊治） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１８９号 公の施設の指定管理者の指定について（浅虫温泉森林公園） 

 

浅虫温泉森林公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字浅虫字蛍谷５３番地 

   名称 浅虫林業振興協議会 

      （会長 古川 勝男） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 
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議案第１９０号 公の施設の指定管理者の指定について（合子沢記念公園） 

 

合子沢記念公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

   名称 青森市観光レクリエーション振興財団 

      （理事長 山田 壽脩） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９１号 公の施設の指定管理者の指定について（郷山前農村公園） 

 

郷山前農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字郷山前字上野５７番地２ 

   名称 郷山前町内会 

      （会長 岩渕 二一） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９２号 公の施設の指定管理者の指定について（杉沢農村公園） 

 

杉沢農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字高屋敷字社元１８番地 

   名称 高屋敷長寿クラブ 

      （会長 古村 哲三） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９３号 公の施設の指定管理者の指定について（本郷農村公園） 

 

本郷農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字本郷字篠原８５番地５ 
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   名称 本郷町内会 

      （会長 鎌田 幸春） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９４号 公の施設の指定管理者の指定について（北中野農村公園） 

 

北中野農村公園の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字北中野字天王９４番地 

   名称 北中野町内会 

      （会長 伊藤 芳男） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９５号 公の施設の指定管理者の指定について（モヤヒルズ） 

 

モヤヒルズの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

   名称 青森市観光レクリエーション振興財団 

      （理事長 山田 壽脩） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９６号 公の施設の指定管理者の指定について（ユーサ浅虫） 

 

ユーサ浅虫の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市大字雲谷字梨野木６３番地 

   名称 青森市観光レクリエーション振興財団 

      （理事長 山田 壽脩） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 
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議案第１９７号 公の施設の指定管理者の指定について（青森市八甲通り路上駐車場） 

 

青森市八甲通り路上駐車場の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森県上北郡六ヶ所村大字尾鮫字家ノ前１番地１０６ 

   名称 青森アドセック株式会社 

      （代表取締役 小林 正基） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条 

 

議案第１９８号 公の施設の指定管理者の指定について（下石川ふれあいセンター） 

 

下石川ふれあいセンターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字下石川字平野７３番地５ 

   名称 下石川町内会 

      （会長 小笠原 昭） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第１９９号 公の施設の指定管理者の指定について（なごやかプラザ福田） 

 

なごやかプラザ福田の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡福田二丁目４番地３ 

   名称 福田町内会 

      （会長 野呂 一則） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第２００号 公の施設の指定管理者の指定について（下町幸永会館） 

 

下町幸永会館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字浪岡字細田１０２番地１０ 

   名称 下町町内会 
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      （会長 小山 敬博） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第２０１号 公の施設の指定管理者の指定について（浪岡茶屋町会館） 

 

浪岡茶屋町会館の指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字浪岡字林本７９番地２ 

   名称 茶屋町町内会 

      （会長 永井 三雄） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第２０２号 公の施設の指定管理者の指定について（増館健康センター） 

 

増館健康センターの指定管理者の指定をしようとするものである。 

 

指定管理者となる団体 

   所在 青森市浪岡大字増館字宮元１０番地３ 

   名称 増館町内会 

      （会長 坂本 武憲） 

指定の期間 平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

関係法令  青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条

第２項において準用する同条例第４条 

 

議案第２０３号 字の区域及び名称の変更について 

 

青森都市計画事業大野土地区画整理事業の施行に伴い、字の区域及び名称を変

更しようとするものである。 

 

変更区域  大野字鳴滝、大野字笹崎、大野字今井、安田字若松、大野字山下の

一部 

関係法令  地方自治法第２６０条第１項 

 

議案第２０４号 市道の路線の廃止について 

 

造道１１２号線ほか４路線の市道を廃止しようとするものである。 

 



－１９－ 

総延長   ８１９．６ｍ 

総面積   ５，８０７㎡ 

関係法令  道路法第１０条第１項及び第３項 

 

議案第２０５号 市道の路線の認定について 

 

港町三丁目１１号線ほか１５路線を市道として認定しようとするものである。 

 

総延長   ２，４６１．１ｍ 

総面積   ２６，４００㎡ 

関係法令  道路法第８条第１項及び第２項 

 

 

 

○ 報 告 

 

報告第３７号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負契約について、工事施工上変更を余儀なくされる部

分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名      文化観光交流施設新築工事 

契約金額     （変更前）１，９７４，０００，０００円 

         （変更後）１，９８４，７３１，０００円 

         （増 額）   １０，７３１，０００円 

専決処分年月日  平成２２年１０月１９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第３８号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負契約について、工事施工上変更を余儀なくされる部

分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名      文化観光交流施設電気設備新築工事 

契約金額     （変更前）３２８，５７６，５００円 

         （変更後）３３４，０７８，５００円 

         （増 額）  ５，５０２，０００円 

専決処分年月日  平成２２年１０月１９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

 

 



－２０－ 

報告第３９号 専決処分の報告について 

 

議会の議決を経た工事請負契約について、工事施工上変更を余儀なくされる部

分が生じたため専決処分したので、その報告をするものである。 

 

工事名      青森市立新城中学校屋外体育施設整備工事 

契約金額     （変更前）１６７，６４３，０００円 

         （変更後）１６５，０６９，４５０円 

         （減 額）  ２，５７３，５５０円 

専決処分年月日  平成２２年１１月５日 

関係法令     地方自治法第１８０条第 1項及び第２項 

 

報告第４０号 専決処分の報告について 

 

相手方に対し、母子福祉資金償還金の支払を請求する訴えの提起について専決

処分したので、その報告をするものである。 

 

相 手 方     伊藤 勲 

事 件 名     保証債務履行請求事件  

請求金額     ４１６，５００円（この金額のほか、支払当日までの日数に、

年１０．７５％の割合を乗じ計算した違約金を加算した額） 

専決処分年月日  平成２２年１０月１５日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４１号 専決処分の報告について 

 

相手方に対し、医療費の支払を請求する訴えの提起について専決処分したので、

その報告をするものである。 

 

相 手 方     加藤 香織 

事 件 名     医療費請求事件  

請求金額     １８１，３０７円 

専決処分年月日  平成２２年１０月１５日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 

報告第４２号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解について専決処分したので、その報告をするものである。 

 

事故発生年月日  平成２２年８月３０日 

専決処分年月日  平成２２年１０月２９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 



－２１－ 

 

報告第４３号 専決処分の報告について 

 

交通事故に係る和解について専決処分したので、その報告をするものである。 

 

事故発生年月日  平成２２年９月１４日 

専決処分年月日  平成２２年１０月２９日 

関係法令     地方自治法第１８０条第１項及び第２項 

 


